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■高額介護合算療養費について

■自己負担限度額表
　　　【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月３１日】

◆お問合せ　役場保健福祉課保険グループ　電話 35-2120

■申請について

負担割合 区　　分 自己負担額の合計の基準額

３割 現役並み所得者
【課税所得 690 万円以上】212 万円
【課税所得 380 万円以上】141 万円
【課税所得 145 万円以上】　67 万円

１割
一　　般 ５６万円

住民税非課税世帯 区分Ⅱ（※ 1）３１万円
区分Ⅰ（※ 2）１９万円


